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１．計画策定の目的 
 

三島市（以下「本市」という。）の一般廃棄物処理施設である清掃センターごみ焼却処理施設

においては、ストックマネジメントの考え方を用いて、日常の適正な運転管理と毎年の適切な

定期修繕及び点検清掃を実施し、生活環境の保全に努めてきた。 

しかし、ごみ焼却処理施設は、当初の稼動から 29 年目を迎えており、平成 25 年度から平成

27 年度迄の 3年をかけて「三島市清掃センター ごみ焼却処理施設基幹的設備整備工事」を実

施したがあくまで基幹的設備のみの改良工事であることから、他の機器類については従前のま

まで、毎年 2回の定期的な点検及び最低限の修繕を実施し使用しているというのが実態である。 

そこで、これらの状況を踏まえ、既存のごみ焼却処理施設の長寿命化計画を見直し、施設の

計画的な改修又は補修により施設を適切に保全し、延命化することによりライフサイクルコス

トを低減するための長寿命化計画を策定する。 

策定にあたっては、「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き」及び「廃棄物処理施設の基

幹的設備改良マニュアル」（平成 22 年 3 月 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部廃棄

物対策課）に基づくものとする。 

 

 本市長寿命化計画（個別施設計画）は、図 1－1に示す手順によって、行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 計画策定の手順 
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２．施設の概要 
  

三島市清掃センターごみ焼却処理施設（以下「本施設」という。）は、昭和 62 年 6 月に着工

し、公称能力 120ｔ／日（准連続燃焼式焼却炉）を平成元年 10 月に竣工した。稼動は、同年 11

月からで、既に 28 年が経過した。 

その後、平成 10 年度に、全連続燃焼式焼却炉（180ｔ／日、90ｔ／24h×2 炉）の施設として

設置届けの変更を行い、平成 12 年度から平成 13 年度の 2 ヵ年で排ガス高度処理施設整備工事

（以下「ダイオキシン削減対策事業」という。）を行い、さらに平成 25 年度から平成 27 年度の

3ヵ年でごみ焼却処理施設の基幹的設備整備工事を行って現在に至っている。 

本施設の概要は、表 2－1のとおりである。 

図 2－1に、本施設の処理工程図を示す。 

 

表 2－1 ごみ焼却処理施設の概要 

施 設 名 称 三島市清掃センターごみ焼却処理施設
施 設 所 管 三島市　環境市民部　廃棄物対策課
所 在 地 〒411－0000　静岡県三島市字賀茂之洞4703－94

敷 地 面 積 ：6,500.00㎡
建 築 面 積 ：1,853.04㎡（ペットボトル・白色トレイ等の資源化施設を除く）
延 べ 床 面 積 ：3,210.09㎡（ペットボトル・白色トレイ等の資源化施設を除く）
180ｔ／日（90ｔ／24h×2炉）
平成10年度に全連続燃焼式焼却炉の施設として設置届けの変更を行う。
着 工 ：昭和62年6月
竣 工 ：平成元年10月 120ｔ／日（准連続燃焼式焼却炉：60ｔ／16h×2炉）
稼 動 開 始 ：平成元年11月 （建設当初の能力）
建 設 費 ：2,350,000千円
着 工 ：平成12年9月
竣 工 ：平成14年3月
稼 動 開 始 ：平成14年4月
建 設 費 ：2,341,500千円
着 工 ：平成25年9月
竣 工 ：平成28年1月
建 設 費 ：2,572,500千円
目　　　　 的 ：老朽化設備の延命化対策、CO2排出量の削減
全連続燃焼式焼却炉
受 入 供 給 ：ピット＆クレーン方式
燃 焼 ：旋回流型流動床式
燃焼ガス冷却 ：水噴射方式
排 ガ ス 処 理 ：ろ過式集塵器、乾式塩化水素除去装置、活性炭吹込み装置
余 熱 利 用 ：給湯、暖房
通 風 ：平衡通風方式
灰 出 し ：灰バンカ方式
排 水 処 理 ：凝集沈殿・ろ過方式

設 計 ・ 施 工 株式会社 荏原製作所
ご み ピ ッ ト ：容積1,200㎥
炉 床 負 荷 ：446kg／㎡･h・炉（有効炉床面積：8.4㎡）
燃焼室熱負荷 ：237,200kJ／㎥･h・炉（燃焼室有効容積：152.4㎥）
ガス冷却蒸発
熱 負 荷

：263,100kJ／㎥･h・基（ガス冷却室容積：80㎥）

バグフィルタ ：39,600㎥N／h・基　ガス温度；180℃　ろ布面積；913㎡以上
押 込 送 風 機 ：2,160(36Nm3/min)N㎥／h・基×３台×２炉
二 次 送 風 機 ：19,000㎥N／h・基×２炉
誘 引 送 風 機 ：44,000㎥N／h・基×２炉
煙 突 ：高さ69ｍ　頂上口径φ900mm

出典：三島市清掃センターごみ焼却処理施設精密機能検査報告書
　　：三島市清掃センターごみ焼却処理施設基幹的設備整備工事竣工図

処 理 方 式

設備仕様概要

面 積

施 設 規 模

建 設 年 度

ダイオキシン
削減対策事業

基 幹 的 設 備
整 備 事 業
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３．施設保全計画 
 

（１）主要設備・機器リストの作成 

 施設を構成する設備・機器について、個別施設計画を立案する際に計画の対象となる重要性

の高い設備・機器のリストを作成する。 

 ｢廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き｣によれば、各設備・機器の重要性の検討は、表

3－1 に示す施設の安定運転を重視する場合、表 3－2 に示す設備・機器の故障等によって生じ

る影響の評価要素別に行う場合または 2種類を組み合わせて、表 3－3に示す総合的に評価する

場合に分けて、主要設備・機器リストが作成されるとしている。 

 

表 3－1 施設の安定運転を重視する場合の重要度検討例 

高 

 

重 

要 

度 

 

低 

Ａ 故障した場合に炉の運転停止に結びつく設備・機器 

Ｂ 

故障した場合でも、予備機で対応することができるなど、

ある程度の冗長性を有するもの。炉の運転に重要で、修

繕に日数を要し、かつ、高価な設備・機器 

Ｃ Ａ及びＢに分類されるもの以外の設備・機器 

「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却処理施設編）」より 

 

表 3－2 設備・機器の重要度検討例（故障等によって生じる影響） 

評価要素 故障等によって生じる影響 

安定運転 

● 運転不能や精度・能力・機能低下等による施設運転停止 

 注）性能を確保できないための停止を含む。交互運転機で対応できる場合などは 

影響小とする。 

環境面 

● 騒音、振動、悪臭による周辺環境の悪化 

● 薬品、重油、汚水、廃棄物漏えい等による周辺環境の汚染 

 注）放流水、排ガスの影響は、施設の正常運転により担保されるので対象としない。 

安全面 
● 人身災害の発生 

 （酸欠、硫化水素、オゾン、薬品、爆発、高温、感電、感染等） 

保全面 
● 補修等に施設の停止が必要 

● 部品の調達に長時間が必要 

コスト ● 補修等に大きな経費が必要 

「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き （ごみ焼却処理施設編）」より 
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表 3－3 評価基準 

評価基準 安定運転 環境面 安全面 保全面 コスト 総合評価 

 

高 

 

 

 

 

 

重 

要 

度 

 

 

 

 

 

 

低 

Ａ 

(3 点) 

故障した場合

に炉の運転停

止に結びつく

設備・機器 

故障した場合

騒音､振動､悪

臭 ､薬品 ､重

油､汚水､廃棄

物漏えい等が

周辺環境に影

響を及ぼす設

備・機器 

故障した場合

物的損害及び

人的損害が発

生するおそれ

のある設備・

機器 

補修等に施設

の停止が長期

間 必 要 な 設

備・機器 

補修等に大き

な経費が必要

な設備・機器 

合計点が 10

点以上 

Ｂ 

(2 点) 

故障した場合

でも、予備機

で対応できる

など冗長性を

有する設備・

機器 

故障した場合

騒音､振動､悪

臭 ､薬品 ､重

油､汚水､廃棄

物漏えい等が

施設・敷地内

に影響を及ぼ

す設備・機器 

故障した場合

物的損害に限

定して発生す

るおそれのあ

る設備・機器 

補修等に施設

の停止が比較

的長期間必要

な設備・機器 

補修等に比較

的大きな経費

が 必 要 な 設

備・機器 

合計点が 7 点

以上 10 点未

満 

Ｃ 

(1 点) 
Ａ及びＢに分類されるもの以外の設備・機器 

合計点が 6 点

以下 

 

本計画では、表 3－3 に示すように、Ａ，Ｂ，Ｃの重要度ランクを使用し（評価基準）、評価

要素の項目別に評価基準を任意に設定し、その合計した値を総合評価とした主要設備・機器リ

ストを作成した。 

評価項目のコストの目安は、過去の内訳書(昭和 62,63 及び平成元年度における事業明細書)

より、500 万円以上：Ａ、100 万円以上 500 万円未満：Ｂ、100 万円未満：Ｃとした。 

なお、個々の装置費用が不明の場合、設備費等より推察し、評価した。 

評価基準をもとに作成した主要設備・機器リスト（概要）を表 3－4に示す。 
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表 3－4 主要設備・機器リスト（概要）（1／2） 

数量 安定運転 環境面 安全面 保全面 コスト 合計点 総合評価

Ⅰ受入供給設備

1.ごみ計量器 １基 Ａ Ｃ Ｃ Ａ Ａ 11 Ａ

2.搬入退出路（土木建築工事） 1式 Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ 7 Ｂ

3.プラットホーム（土木建築工事） 1式 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 8 Ｂ

4.可燃性粗大ごみ破砕機 1基 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 11 Ａ

5.ごみ投入扉 1式 Ｂ Ａ Ａ Ｃ Ａ 12 Ａ

6.ごみピット 1基 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ 11 Ａ

7.ごみクレーン 1式 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 12 Ａ

8.脱臭及び薬剤噴霧装置 1式 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ 11 Ａ

Ⅱ燃焼設備

1.ごみ投入ホッパ 2基 Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ 11 Ａ

2.給じん装置 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 12 Ａ

3.焼却炉 2基 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 14 Ａ

4.助燃装置 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 13 Ａ

5.不燃物排出装置（不燃物取出コンベア） 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 13 Ａ

6.砂分級装置（不燃物振動篩） 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ 11 Ａ

7.砂循環エレベータ 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

8.砂投入弁（空気作動弁） 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

9.砂貯留槽 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

10.不燃物搬出装置 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 12 Ａ

11.磁選機 1基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 12 Ａ

12.鉄分バンカ 1基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 12 Ａ

13.不燃物バンカ 1基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 12 Ａ

Ⅲ燃焼ガス冷却設備

1.ガス冷却室（別置式ガス冷却室に更新） 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 13 Ａ

2.噴射水加圧ポンプ 3基 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

3.噴射水槽 1基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 13 Ａ

4.ノズル冷却ファン 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 12 Ａ

5.排ガス冷却器 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 13 Ａ

6.排ガス冷却用送風機 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 12 Ａ

Ⅳ排ガス処理設備

1.ろ過集じん器 2基 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 15 Ａ

2.活性炭吹込装置 1基 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 15 Ａ

3.消石灰吹込装置 1基 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 15 Ａ

Ⅴ給排水設備

1.市水受水槽(FRP) 1基 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ 10 Ａ

2.プラント用受水槽(RC) 1基 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ 13 Ａ

3.洗車水槽(RC) 1基 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ 10 Ａ

4.プラント用加圧ポンプ 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ 10 Ａ

5.市水供給ポンプ 2基 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ 10 Ａ

6.屋内消火栓ポンプ 1基 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 15 Ａ

Ⅵ排水処理設備

1.ごみピット汚水処理設備 1系列 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ 11 Ａ

2.洗車排水処理設備 1系列 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

3.排水処理設備 1系列 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ 8 Ｂ

Ⅶ余熱利用設備

1.廃熱回収設備 1系列 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 6 Ｃ

2.暖房用温水供給設備 1系列 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

3.給湯用温水供給設備 1系列 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

4.温水冷却設備 1系列 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ 7 Ｂ

Ⅷ通風設備

1.押込送風機 6基 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 13 Ａ

2.二次送風機 2基 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 13 Ａ

3.誘引送風機 2基 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 14 Ａ

4.煙突 1基 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 15 Ａ

設    備・機　　器

 

続く 
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数量 安定運転 環境面 安全面 保全面 コスト 合計点 総合評価

Ⅸ灰出し設備

1.ダスト搬出装置 1基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

2.ダストバンカ 1基 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 11 Ａ

3.ダスト固化設備 2基 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 10 Ａ

Ⅹ電気計装設備

1.受配電設備 1台 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ 8 Ｂ

2.非常用電源設備（電気室） 1面 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ 8 Ｂ

3.動力設備 1面 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ 11 Ａ

4.中央監視操作盤 2面 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 14 Ａ

5.DCS 1式 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

6.5成分分析計 2台 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 13 Ａ

7.酸素計 2台 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 12 Ａ

8.ばいじん濃度計 2台 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 12 Ａ

9.ITV装置（煙突カメラ等） 7台 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

ⅩⅠ.雑設備

1.圧縮空気供給設備 2基 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 5 Ｃ

設    備・機　　器

 

以上 

 

 

（２）各設備・機器の保全方式の選定 

 

  重要度の高い設備・機器の保全方式は、事後保全より予防保全を選択する必要がある。 

なお、保全方式を選択する際の留意点は、表 3－5に示すとおりである。 

表 3－5 保全方式の適用の留意点 

保全方式 保全方式選定の留意点 設備・機器例 

事後保全 

（BM） 

● 故障してもシステムを停止せず容易に保全可

能なもの（予備系列に切り替えて保全できるも

のを含む）。 

● 保全部材の調達が容易なもの。 

照明装置、予備系列の

あるコンベヤ、ポンプ

類 

予 

防 

保 

全 

(PM) 

時間基準保全 

（TBM） 

● 具体的な劣化の兆候を把握しにくい、あるいは

パッケージ化されて損耗部のみのメンテナン

スが行いにくいもの。 

● 構成部品に特殊部品があり、その調達期限があ

るもの。 

コンプレッサ、ブロワ

等回転機器類、電気計

装部品、電気基板等 

状態基準保全 

（CBM） 

● 磨耗、破損、性能劣化が、日常稼動中あるいは

定期点検において、定量的に測定あるいは比較

的容易に判断できるもの。 

耐火物損傷、ボイラー

水管の磨耗、灰・汚水

設備の腐食等 

事後保全（BM）：Breakdown Maintenance 

予防保全（PM）：Prevention  Maintenance 

  時間基準保全（TBM）：Time－Based  Maintenance 

  状態基準保全（CBM）：Condition－Based  Maintenance 

  「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き （ごみ焼却処理施設編）」より 
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（３）各設備・機器の管理基準値の設定 

 

 ・ 機能診断手法の検討 

各設備・機器の劣化や故障の程度は、仕様材質、保全方法、運転状況等により大きく異

なることから、過去の補修・整備履歴や故障の頻度などの実績データの蓄積により劣化予

測が行われる。 

そうした中で、劣化予測・故障対策を的確に行うため、主要な設備・機器について、必

要な機能診断調査手法の検討が必要である。 

機能診断調査は、設備・機器ごとに採用する診断技術の種類、測定項目、実施頻度等を

定めた上で定期的に実施する必要がある。 

しかしながら、廃棄物処理施設においては、機能診断のために処理を中断することが難

しく、定期整備工事に合わせて機能診断調査を実施する場合が多い。 

本計画では、維持管理委託業者における機能診断技術を採用し、定期点検等においては、

機能診断技術をすでに採用し、劣化の予測に使用している。 

 

（４）施設保全計画の運用（劣化・故障・寿命の予測） 

  

  ① 健全度の評価 

 健全度とは、各設備・機器の劣化状況を数値化した指標で、健全度の数値が高いほど状

態が良く、健全度の数値が低いほど状態が悪化し、劣化が進んでいることを示す。 

 表 3－6に健全度の判断基準を示す。 

 

表 3－6 健全度の判断基準 

健全度 状   態 措  置 

4 支障なし 対処不要 

3 軽微な劣化があるが、機能に支障なし 経過観察 

2 劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。 部分補修 

1 劣化が進み、機能回復が困難である 全交換 

 

② 劣化の予測 

｢補助金により取得し、又は効用の増加した財産に係る補助金等に予算の執行の適正化に

関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）｣第 14 条第 1項第 2号に規定する期間は、廃

棄物処理設備（機械及び装置）において、7年と決められている。 

本施設は、平成元年 10 月竣工後、途中平成 12、13 年度に「ダイオキシン削減対策事業」

によって、直上式ガス冷却設備を再燃焼室に改造し、新たにガス冷却設備及び排ガス処理

設備を更新したほか、燃焼設備、通風設備、灰出し設備、電気計装設備を更新又は改造し、

平成 25 年度から 27 年度にかけて、施設の延命化及びＣＯ2 削減を目的として「基幹的設

備整備事業」によって給じん機の更新、インバータ制御をはじめとする省エネルギー機器

の導入等を行い、日々、月間及び年間、設備の点検、整備及び補修を実施して、現在に至

っている。 

途中、老朽化により、排水処理設備のタンク、ポンプ類及び余熱利用設備のプラント用

冷却塔等を更新し、平成 23、24 年度には、ごみ投入扉３門中２門を更新し、建物の外壁及
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び屋根については、工場棟を残し管理棟の西、南、北側の補修も行った。 

しかし、本施設は、基幹的設備整備事業を行っていてもその他の本施設を構成する設備・

機器の多くが参考耐用年数を越えている。 

そこで、竣工年度（平成元年度）とダイオキシン類削減対策工事（平成 13 年度）及び基

幹的設備整備工事（平成 27 年度）における各設備・機器の参考耐用年数の実施時期を表 3

－7にまとめた。 

平成元年度以降の装置の多くは、最長平成 31 年度で、平成 13 年度以降の装置の多くは

最短で平成 20 年度、また平成 27 年度以降の装置は最短でも平成 34 年度となる。 

そのため、平成 27 年度以降の基幹的設備整備工事で施工した設備は、まだ耐用年数が過

ぎていないと言える。 

しかしながら、平成元年度以降部品交換等の補修工事を実施していない設備のほとんど

が耐用年数を過ぎることとなるため、今後も施設の更新が必要になってくることが考えら

れる。 

  

表 3－7 参考耐用年数の実施年度 

対象施設 竣工年度 
平成 30 年度 

経過年数 
参考耐用年数の実施年度 

三島市清掃センタ

ーごみ焼却施設 

平成元年度 29 年 

7 年 平成 8年度 

10 年 平成 11 年度 

15 年 平成 16 年度 

20 年 平成 21 年度 

30 年 平成 31 年度 

平成 13年度 17 年 

7 年 平成 20 年度 

10 年 平成 23 年度 

15 年 平成 28 年度 

20 年 平成 33 年度 

30 年 平成 43 年度 

平成 27年度 3 年 

7 年 平成 34 年度 

10 年 平成 37 年度 

15 年 平成 42 年度 

20 年 平成 47 年度 

30 年 平成 57 年度 

 

そうした中で、法定検査を実施する計量設備及びごみクレーンは、検査実施により、過

去の履歴から部品交換等の種類が明確化され、コンプレッサも隔年の定期検査により、劣

化の予測にとって、十分な資料の蓄積が得られている。 

しかしながら、その他の設備における劣化の予測の指標は、機器別管理基準に示す耐用

年数及び目視による機器の状態が指標となる。 

そこで、表 3－6に示す健全度の判断基準の段階評価をもとに設備・機器の健全度評価を

行うものとする。その結果は、表 3－8に示すとおりである。本施設は故障するとごみの処

理が不可能となり、市民生活への影響が大きいため、事後保全ではなく予防保全を基本と

した方式で修繕対応を行うこととする。 
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表 3－8 設備・機器の健全度評価(1／4)  

B

M

T

B

M

C

B

M
評価方法 診断結果 健全度

Ⅰ受入供給設備

1.ごみ計量器

荷重試験 ◎
検定公差が計量法基準以内であること
(特定計量器検定検査規則182条)

15～20年

劣化 ◎ 腐食、穴開き等著しい劣化がないこと 15～20年

ｼｽﾃﾑ動作状況 ◎ 動作不良のないこと 5～10年

ｼｽﾃﾑ老朽化 ◎ OS・ｿﾌﾄﾒｰｶの保守部品供給が可能な期間であること 5～10年

2.搬入退出路（土木建築工事） 道路舗装状況 ◎ 著しい変形がないこと 経過観察 3 15～20年

3.プラットホーム（土木建築工事） 床面状況 ◎ 著しい変形がないこと 部分補修 2 15～20年

4.可燃性粗大ごみ破砕機 摩耗・変形 ◎ ◎ 著しい摩耗・変形のないこと 部分補修 2 15～20年

5.ごみ投入扉

1) ごみ投入扉（Ｎｏ3を除く） 腐食・変形 ○ ◎ 著しい腐食変形がないこと 15～20年

2) ダンピングボックス 摩耗・変形 ◎ 著しい摩耗・変形のないこと 20～30年

6.ごみピット 1200㎥ 破損・剥離 ◎ ○ 有害な破損・剥離がないこと 支障なし 4 20～30年

7.ごみｸﾚｰﾝ

1) ガータ 変形 ◎ 動作が正常であること 15～20年

2) 走行レール 摩耗 ◎ 動作が正常であること 10～15年

3) 摩耗 ◎ 漏電などがないこと 10～30年

4) クレーン 劣化・摩耗 ◎ 動作が正常であること 3～15年

5) バケット 変形 ◎ 著しい変形、摩耗がないこと 5～10年

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ、吊ﾁｪｰﾝ、他 劣化・摩耗 ◎ 摩耗、変形、亀裂等著しい損傷のないこと 1～2年

6) バケット油圧ユニット 劣化 ◎ 開閉速度低下や異常音、温度上昇、油漏れのないこと 5～15年

7) 投入量計量装置 荷重試験 ◎ 性能劣化 6～10年

8.脱臭及び薬剤噴霧装置

1) 脱臭装置設備
(1)脱臭装置本体 摩耗・腐食 ◎ 著しい腐食・摩耗・変形がないこと 7～20年

軸受 異音・振動 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 3～20年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

2)
(1)防臭財・防虫剤噴霧装置 摩耗・腐食 ◎ 著しい腐食・摩耗・変形がないこと

(2)薬液供給ポンプ 異音・振動 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと

Ⅱ燃焼設備

1.ごみ投入ホッパ 摩耗 ◎ 著しい摩耗がないこと 支障なし 4 15～20年

2.給じん装置

2) 軸（SCM440) 腐食・摩耗 ◎ 著しい発錆、腐食、摩耗のないこと 10～15年

3) スクリュウ羽根（SUS304) 摩耗 ◎
①著しい摩耗が認められないこと

②寸法計測で管理値以上であること
3～5年

4) 油圧ユニット 劣化 ◎ 開閉速度低下や異常音、温度上昇、油漏れのないこと 5～15年

駆動装置 腐食 ◎ 著しい発錆、腐食のないこと 5～10年

ｽｸﾘｭー 摩耗 ◎
①著しい摩耗が無いこと
②寸法計測で管理値以上であること

3～5年

6) 遮へいダンパ 腐食・摩耗 ◎ 著しい摩耗、腐食のないこと 7～15年

3.焼却炉
鉄皮 腐食 ◎ 著しい腐食がないこと 15～20年

不定形耐火物 亀裂・摩耗 ◎ 著しい亀裂、摩耗が認められないこと 5～10年

摩耗 ◎ 著しい亀裂が認められないこと 5～15年

破損 ◎ 破損の場合交換 5～15年

4.助燃装置 摩耗・減耗 ◎ 摩耗,減耗,亀裂等著しい損傷のないこと 支障なし 4 10～15年

5.不燃物排出装置（不燃物取出コンベア）

摩耗・腐食 ◎ 著しい腐食・摩耗・孔空きがないこと。 10～15年

破損 ◎ 運転に支障がある著しい破損がないこと 10～15年

摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗・孔空きがないこと。 5～15年

破損 ◎ 運転に支障がある著しい破損がないこと 5～15年

3) 排出シュート 破損 ◎ 運転に支障がある著しい破損がないこと 4～15年

6.砂分級装置（不燃物振動篩）
1) 本　　体 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗及び破孔がないことないこと 10～15年

①著しい摩耗･腐食が認められないこと

②寸法計測によりﾙｰﾊﾞ目開きが管理値以内であること

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 10～15年

バケット 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

①著しい腐食摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること

8.砂投入弁（空気作動弁） 摩耗・腐食 ◎ 著しい腐食・摩耗・変形がないこと 支障なし 4 7～20年

9.砂貯留槽 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗及び破孔がないこと 支障なし 4 10～15年

10.不燃物搬出装置

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 10～15年

ｴﾌﾟﾛﾝ 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

①著しい腐食摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食摩耗がないこと 5～10年

経過観察 3

経過観察 3

経過観察 3

経過観察 3

経過観察 3 7～10年

ﾁｪｰﾝ 腐食・摩耗 ◎ 3～10年

◎ 3～10年

1) No.1不燃物搬送コンベヤ 支障なし 4

◎ 5～10年

7.砂循環エレベータ 支障なし 4

ﾁｪｰﾝ 腐食・摩耗

散気ノズル
閉塞

経過観察 3
2) スクリーン(SUS304) 摩耗・腐食

1) 本体

2) スクリュウ羽根(SUS304)
支障なし 4

◎
①閉塞が認められる場合（整備もしくは交換）

②空気導通テスト

①著しい腐食が認められないこと

②肉厚測定で板厚の損失が管理値以内であること
15～20年

5～15年

4

部分補修 3

5)
かき取り機(SS400)
特殊スクリュー式

部分補修 2
1) 燃焼装置

支障なし

薬剤噴霧装置

1) ケーシング(SS400） 腐食 ◎

キャプタイヤケーブル（給電ケーブル）

(2)換気ファン 電動機

（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ）
異音・振動 ◎ 3～10年

支障なし

（修理済み）
4

1) 計量器本体

2) データ処理装置

設    備・機　　器・部　　品 診断項目

保全方式 管理基準
参考耐用

年数

 

 

続く 
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表 3－8 設備・機器の健全度評価(2／4) 

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 10～15年

ｴﾌﾟﾛﾝ 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

①著しい腐食摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食摩耗がないこと 5～10年

11.磁選機 摩耗・腐食 ◎ 著しい摩耗・腐食・変形がないこと 支障なし 4 5～10年

12.鉄分バンカ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗のないこと 部分補修 3 15～20年

13.不燃物バンカ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗のないこと 支障なし 4 15～20年

Ⅲ燃焼ガス冷却設備

本体 腐食 ◎ 腐食・摩耗・亀裂のないこと 支障なし 4 15～20年

不定形耐火物 損耗・脱落・亀裂 ◎ 著しい損耗・脱落・亀裂のないこと 部分補修 3 5～10年
ロータリーバ

ルブ
腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗・孔空きがないこと。 支障なし 4 7～20年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

水槽防食 劣化・腐食 ○ ◎ 著しい腐食・剥離のないこと 10～15年

水槽漏水 劣化 ◎ 著しい漏水・クラックのないこと 20～30年

軸受 異音・振動 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 5～10年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

伝熱管 腐食 ◎ 腐食・摩耗・亀裂のないこと 5～20年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食 ◎ 腐食・割れのないこと 8～20年

ロータリーバ

ルブ
腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗・孔空きがないこと。 7～20年

軸受 異音・振動 ◎
①異常音・振動・発熱がないこと
②振動測定により管理値以内であること

3～10年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

Ⅳ排ガス処理設備

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食 ◎ 著しい腐食減肉や破孔がないこと 15～20年

ろ布 劣化 ◎
①破れ等がないこと

②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ分析による劣化のないこと
5年

スクレーパ 変形 ◎ 変形・取付ﾎﾞﾙﾄの緩みがないこと 5年

スクリューコン

ベヤ
摩耗 ◎ 著しい摩耗が認められること 7～15年

ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗・孔空きがないこと 7～20年

コンプレッサ 摩耗 ◎
①異常音・振動・発熱がないこと
②吐出圧力・温度が管理値以内であること

10～15年

貯留槽 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗が認められないこと 15～20年

定量供給装置 変形 ◎ 著しい変形がないこと 10～15年

貯留槽 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗が認められないこと 15～20年

定量供給装置 変形 ◎ 著しい変形がないこと 10～15年

Ⅴ給排水設備

水槽防食 劣化・腐食 ○ ◎ 著しい腐食・剥離のないこと 10～15年

水槽漏水 劣化 ◎ 著しい漏水・クラックのないこと 20～30年

水槽防食 劣化・腐食 ○ ◎ 著しい腐食・剥離のないこと 10～15年

水槽漏水 劣化 ◎ 著しい漏水・クラックのないこと 20～30年

水槽防食 劣化・腐食 ○ ◎ 著しい腐食・剥離のないこと 10～15年

水槽漏水 劣化 ◎ 著しい漏水・クラックのないこと 20～30年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

4.プラント用加圧ポンプ

5.市水供給ポンプ

6.屋内消火栓ポンプ

支障なし

1.ろ過集じん器 支障なし 4

2.活性炭吹込装置

支障なし 4

3.消石灰吹込装置

5.排ガス冷却器

支障なし 4

6.排ガス冷却用送風機
電動機 異音・振動 3～10年

2.噴射水加圧ポンプ

4.ノズル冷却ファン
電動機 異音・振動 3～10年

3.噴射水槽

3

1.ガス冷却室

2) No.2不燃物搬送コンベヤ 支障なし 4
ﾁｪｰﾝ 腐食・摩耗 ◎ 3～10年

支障なし 41.市水受水槽

2.プラント用受水槽

3.洗車水槽

◎

◎

経過観察

支障なし 4

経過観察 3

経過観察 3

支障なし 4

4

経過観察 3
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表 3－8 設備・機器の健全度評価(3／4) 
Ⅵ排水処理設備

1.ごみピット汚水処理設備

1) ごみ汚水ろ過装置 本体 腐食 ◎ 著しい腐食がないこと 支障なし 4 7～10年

2) ろ液貯留槽(FRP) 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 15～20年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

2.洗車排水処理設備 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 20年

3.排水処理設備

1) 流量調整槽(塩ビ） 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 15～20年

2) ろ過機(SUS) 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 15～20年

Ⅶ余熱利用設備

1.廃熱回収設備

1) No.1､2温水循環タンク 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 部分補修 2 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと
②寸法計測により管理値以内であること

10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

2.暖房用温水供給設備

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

2) 暖房用温水供給ヘッダー 腐食・摩耗 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂、異常音、振動、発熱がないこと 支障なし 4 7～10年

3.給湯用温水供給設備

1) 給湯用温水貯槽 本体 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと
②寸法計測により管理値以内であること

10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

4) 予備ボイラ 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 10～15年

4.温水冷却設備

1) プラント用冷却塔 腐食・劣化 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂がないこと 支障なし 4 10～20年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

3) 温水冷却器(熱交換器) 腐食・摩耗 ◎ 著しい漏れ、破損、変形、亀裂、異常音、振動、発熱がないこと 支障なし 4 7～10年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ｲﾝﾍﾟﾗ 腐食・摩耗 ◎
①著しい腐食・摩耗がないこと

②寸法計測により管理値以内であること
10～15年

軸受 摩耗 ◎ 異常音・振動・発熱がないこと 10～15年

Ⅷ通風設備

軸受 異音・振動 ◎
①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること
5～10年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

軸受 異音・振動 ◎
①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること
5～10年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

軸受 異音・振動 ◎
①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること
5～10年

①異常音・振動・発熱がないこと

②振動測定により管理値以内であること

③絶縁抵抗試験により管理値以上の絶縁性を保っていること

4.煙突 亀裂・剥離・爆裂 ◎ 著しい亀裂・剥離・爆裂のないこと 部分補修 2 10～20年

3.誘引送風機 支障なし 4
電動機

（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)
異音・振動 ◎ 3～10年

2.二次送風機 支障なし 4
電動機

（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)
異音・振動 ◎ 3～10年

1.押込送風機 支障なし 4
電動機

（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)
異音・振動 ◎ 3～10年

4) 温水冷却ポンプ 支障なし 4

2) 給湯用温水供給ポンプ

3) 給湯用循環ポンプ

2) プラント用冷却塔ポンプ

2) No.1温水循環ポンプ

3) No.3温水循環ポンプ

1) 暖房用温水循環ポンプ

3) ろ液噴霧ポンプ 経過観察

4

4

3

支障なし

支障なし

支障なし

支障なし

4

4

支障なし 4
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表 3－8 設備・機器の健全度評価(4／4) 
Ⅸ灰出し設備

1.ダスト搬出装置

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 7～15年

スクレーパー 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

チェーン 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 3～10年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 7～15年

スクレーパー 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

チェーン 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 3～10年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと。 7～15年

スクレーパー 変形 ◎ 変形、取付ボルトの緩みがないこと 3～10年

チェーン 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 3～10年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみがないこと 7～15年

ｽｸﾘｭｰ 摩耗 ◎ 著しい摩耗が認められないこと 7～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみがないこと 7～15年

ｽｸﾘｭｰ 摩耗 ◎ 著しい摩耗が認められないこと 7～15年

2.ダストバンカ 本体 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗のないこと 経過観察 3 10～15年

3.ダスト固化設備

1) ダスト供給装置（ﾃｰﾌﾞﾙﾌｨｰﾀﾞ） 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみがないこと 支障なし 4 7～15年

2) セメント供給装置（ﾃｰﾌﾞﾙﾌｨｰﾀﾞ） 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみがないこと 支障なし 4 7～15年

3) 固形灰破砕機 腐食・摩耗 ◎ 著しい摩耗・腐食が認められないこと 経過観察 3 5～10年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付ﾎﾞﾙﾄのゆるみがないこと 10～15年

ｽｸﾘｭｰ 摩耗 ◎ 著しい摩耗が認められないこと 10～15年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食 ◎ 著しい腐食・減肉・破孔がないこと 支障なし 4 7～15年

◎ ①破れなどないこと

◎ ②サンプリング分析による劣化のないこと

6) セメントバンカ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗のないこと 支障なし 4 10～20年

7) 固化灰搬送コンベヤ ﾍﾞﾙﾄ 亀裂・劣化 ◎ 著しい亀裂､劣化がないこと 3～5年

ﾛｰﾗｰ 腐食･摩耗､変形 ◎ 著しい腐食・摩耗、変形、取付けﾎﾞﾙﾄに揺るがないこと 3～5年

ｹｰｼﾝｸﾞ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

ﾌﾗｲﾄ 変形 ◎ 変形、取付けﾎﾞﾙﾄに緩みがないこと 10～15年

ﾁｪｰﾝ 腐食・摩耗・固着 ◎ 著しい腐食・摩耗がないこと 10～15年

8) 固化灰バンカ 腐食・摩耗 ◎ 著しい腐食・摩耗のないこと 支障なし 4 10～20年

Ⅹ電気計装設備

1.受配電設備 外観点検,増締め

1) 高圧受電盤 操作機構点検

2) 高圧配電盤 接地線点検 ◎ 支障なし 4 10～20年

遮断器試験 10～20年

継電器試験

絶縁診断

4) 配電変圧器 外観点検,増締め

(1)プラント動力用変圧器(1500KVA) 支障なし 4
(2)建築動力用変圧器(150KVA) 支障なし 4
(3)照明計装用変圧器(75KVA) 支障なし 4

5) 高調波フィルター盤 動作確認 ◎ 動作が正常であること 支障なし 4 10～20年

2.非常用電源設備

1) 無停電電源装置 動作確認 ◎ 動作が正常であること 支障なし 4 5～15年

3.動力設備

(1)低圧動力主幹盤(400Vプラント動力用) 支障なし 4 10～20年

(2)低圧動力主幹盤(200Vプラント動力用) 支障なし 4 10～20年

(3)低圧動力主幹盤（建築動力用) 支障なし 4 10～20年

(4)電灯・照明用主幹盤 支障なし 4 10～20年

動作確認 ◎ 動作が正常であること 部分補修 2 10～20年

機能点検 ◎ 機能が正常であること 支障なし 4 3～10年

機能点検

計器調整

部品交換

機能点検

計器調整

部品交換

機能点検

計器調整

部品交換

9.ITV装置 動作確認 ◎ 動作が正常であること 支障なし 4 10～15年

ⅩⅠ.雑設備

1.圧縮空気供給設備

1) プラント用空気圧縮機 部分補修 2
2) 計装用空気圧縮機 支障なし 4

①異常音・振動・発熱がないこと

②吐出圧力・温度が管理値以内であること

機能が正常であること

①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること

機能が正常であること

支障なし

支障なし 4

支障なし 4

①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること

②動作が正常であること

◎

10～12年
摩耗 ◎

支障なし 4 3～5年

①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること

②動作が正常であること

絶縁抵抗測定

10～15年

8.ばいじん濃度計 ◎ 機能が正常であること 支障なし 4 10～15年

7.酸素計

◎

10～15年

15～20年◎

4.中央監視操作盤

5.ＤＣＳ

6.5成分分析計 ◎

1)

低圧配電盤

遮断器試験

絶縁診断

2)
低圧動力盤
（プラント用、コントロールセンタ）

◎
①絶縁抵抗測定による絶縁抵抗値が管理値以上であること
②絶縁油劣化試験

15～20年異常診断 (油入：

油ｶﾞｽ分析、ﾓｰﾙ

ﾄﾞ：放電試験）

10～20年

3) 進相コンデンサー開閉器盤 ◎
10～20年

支障なし 4

◎

ろ布 劣化

4) 成形機（二軸ｽｸﾘｭｰ押出成形）

5) 集じん器

4) ガス冷却室用灰排出装置

5) 集じん器用ダスト排出装置

1) No1ダスト搬出装置

2) No2ダスト搬出装置

3) No3ダスト搬出装置

支障なし 4

支障なし 4

支障なし 4

4

支障なし 4

支障なし 4

支障なし 4

支障なし 4

支障なし 4

以上 
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４．延命化及び新施設計画 
 

（１）将来のごみ処理計画と本計画での考え方 

  

本市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）において、焼却処理施設の延命化が決定されてお

り、平成 27 年度以降現施設を稼動させる予定である。その後の清掃センターの取り扱いにつ

いては現在のところ、三島市単独でごみ処理施設を建設する案がある一方、広域化を視野に

入れた施設の建設の考えもあり、議論が別れることとなっている。 

そこで本計画では仮説として三島市単独でごみ処理施設を建設することとして計画をする

こととする。 

尚、ここでは三島市単独での建設計画とするが、上述した広域化での施設の計画を妨げる

ものではないことを申し添えておきたい。 

 

（２）延命化又は新施設建設の考察  

 

   前述のとおり、現在の三島市清掃センターごみ焼却施設は平成 25 年度から平成 27 年度の

3 箇年に亘って、施設の延命化を目的に「三島市清掃センターごみ焼却処理施設基幹的設備

整備工事」を実施して、この工事では 15 年間施設の延命を実施した。 

そのため、再度の基幹的設備の延命化は、その他の機器や配管が平成元年当時のものが非

常に多く散見され、それはこれ以上継続して使用することは非常に困難だと思われることか

ら、次回の更新時は延命化ではなく、新設として計画をすることとする。 

   また、新施設への移行時期であるが、当初は現施設について 15 年の延命化を行い、平成

42 年度まで使用する予定であった。 

しかしその後、財政担当課より三島市の財政計画上、現施設使用期間を 15 年よりも長く使

用できないか協議があったため再度検討することとした。 

   その結果 

① 平成 28 年 4 月より、電力量や灯油使用料などのユーティリティの削減と、施設の劣化

防止の目的で、それまでは月曜日から土曜日まで焼却施設２系統を立上げ、ごみ処理

を行っていたものを、24 時間連続して１系統のみ立上げて焼却を実施する、いわゆる

「１炉運転」を実施していることにより、現状施設の劣化防止が図られていること。 

②  ①による一炉運転の結果、稼動していないもう一炉は事実上休炉状態でとなってお

り、その分施設全体の延命化が図れること。 

③ 市民の皆様の努力でごみの排出量が減少しており、施設を痛めることが少なくなって

きている事。 

の 3 点を考慮して、それ相応の点検と修繕を行うことを条件として、工事での延命化で

ある 15 年に加え、もう 5 年程度の延命化が図れるものと判断し、本計画では平成 47 年度

まで現施設を延命化することを目標とする。 

 

しかしながら、延命化の目標年数は、作成した施設保全計画の運用の中で見直しが必要

で、今後の維持管理データの蓄積、延命化対策の効果等を検討しつつ、数年単位で一定の

見直しが必要となる。 
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（３）延命化及び新施設の目標年数 

平成 27 年度以降、20 年間稼動させた場合の延命化の目標年数及びそれ以降の新施設 

稼働状況は、表 4－1に示すとおりとする。 

表 4－1 延命化及び新施設の目標年数設定 

年度 
稼動後年数 現施設 

稼働状況 

新施設 

稼働状況 
施設整備計画 

処理能力か

らの制約 

備  考 

 現施設 新施設 

H24 23 年目       

H25 24 年目    設計・製作   

H26 25 年目    Ａ系延命化工事 (基幹工事)  

H27 26 年目    Ｂ系延命化工事   

H28 27 年目       

H29 28 年目       

H30 29 年目       

H31 30 年目       

H32 31 年目       

H33 32 年目       

H34 33 年目       

H35 34 年目       

H36 35 年目       

H37 36 年目       

H38 37 年目       

H39 38 年目       

H40 39 年目        

H41 40 年目       

H42 41 年目       

H43 42 年目       

H44 43 年目       

H45 44 年目    新施設工事開始   

H46 45 年目    (工事期間)   

H47 46 年目  稼働終了   処理能力不足  

H48  1 年目  稼働開始 新施設稼動開始   

H49  2 年目      

H50  3 年目      

H51  4 年目      

H52  5 年目      

H53  6 年目      

H54  7 年目      

H55  8 年目      

H56  9 年目      

以降     新施設稼動継続   

稼 

動 

期 
間 

二
十 

年 

稼 

動 

継 

続 
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（４）新施設を想定した費用対効果の分析 

 

   本計画を作成するにあたって、ごみ処理施設は多額の投資費用が発生するため費用対

効果が適正であるかを明確化する必要がある。そのためここでは費用対効果（いわゆる

費用便益比 Ｂ／Ｃ）を分析し検討することとする。 

 

   ア 施設規模について 

「循環型社会形成推進地域計画」より想定した要整備規模（平成 28 年度）は、表 4－

2に示すとおりである。 

ごみの排出量が減少しているため、現状は１日当り 180ｔ(90t/24h×2 炉)必要だが将

来は現在の施設規模を小さくすることが考えられる。 

 

表 4－2 想定した要整備規模（平成 28 年度） 

区分 稼動日数 要整備規模 備    考 

現状 280 日 141t／日 「循環型社会形成推進地域計画」よ

り、想定した要整備規模（平成 28 年

度） 目標 280 日 123t／日 

出典：三島市清掃センターごみ焼却施設長寿命化計画より 

 

そのため表 4－2 の目標に示すように、本計画では施設規模を 123 t／日（61.5t／

日 24 時間 全連続運転）として計算するものとする。 

 

   イ 新施設建設費について 

      平成 45 年度から平成 47 年度まで施工を予定している新施設の建設費の算定につい

ては、様々なアプローチが考えられる。 

 

① 上記施設規模、トン当たり建設費単価、施設稼働日数、調整稼働率、消費税等を

基に算定する。算定結果を表 4－3に示す。 

 

表 4－3 新施設の建設費算定（１） 

   

項目 記号 数値 単位 出典等

施設規模 ア 123 ｔ 表４－２による

「都市と廃棄物　2015年版」

(環境産業新聞社　刊)」より

焼却能力100t/日以上を使用

消費税調整 ウ 1.10/1.05

建設費 エ=ア×イ×ウ 9,000,000 千円 億円未満切り上げ

処理単価 イ 69,268 千円／t
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② 平成 27 年 6 月に「三島市総合戦略推進特別部会 公共施設保全計画策定専門委員

会」に示している「清掃センター修繕及び更新工事費」を再度精査したものによ

る。新施設の部分のみ抜粋したものを表 4－4に示す。 

 

表 4－4 新施設の建設費算定（２） 

建設費 単位

新規ごみ焼却処理施設 6,500,000 千円

新規リサイクル処理施設（参考） 2,500,000 千円

合計 9,000,000 千円
 

 

③ （参考）本市以外の類似規模と考えられるごみ処理施設の建設費を表 4－5に示す。 

 

表 4－5 類似規模と思われる某県某市のごみ処理施設の建設費 

   

建設年度 単位 建設費(税抜) 消費税 建設費(税込)

千円 5,505,400 550,540 6,055,940

千円 2,390,000 239,000 2,629,000

合計 千円 7,895,400 789,540 8,684,940

新規ごみ焼却
処理施設

平成２４年３月
　　　　～
平成２７年３月

特徴
炉の形式：ストーカ炉、処理能力：143ｔ／日

発電設備：あり　最大2,500kw

新規リサイクル
施設（参考） 特徴

鉄、アルミ、ビン（カレット）、ペットボトル等

上記の資源化

 

 

     以上①～③のデータを比較すると、①と②のごみ処理施設としての合計については、

９０億円となり一致する。また③の類似規模と思われる自治体と比較をしても、将来の

物価上昇を考慮すると、ほぼ①と②の結果に近くなることから、本計画では新施設の工

事費については９０億円と仮定する。 

     またごみ焼却処理施設及びリサイクル施設（粗大ごみ処理施設）各々の按分、及び各

年度の工事費を表 4－6に示すように仮定する。 

     尚、下記年度ごとの比率について１年目は工事であることから、工事全体のおおよそ

40％の前払い金のみの支払いと、次年度以降は同様の進捗率で工事可能と仮定し 30％ご

との配分とした。 
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表 4－6 新施設の年度毎概算費用 

施設名 単位 H45 H46 H47 合計

概算工事費 千円 2,600,000 1,950,000 1,950,000 6,500,000

年度割合 ％ 40 30 30 100

概算工事費 千円 1,000,000 750,000 750,000 2,500,000

年度割合 ％ 40 30 30 100

新規ごみ焼却処理施設

新規リサイクル処理施設
（参考）

 

 

 

   ウ 分析の対象期間 

「三島市清掃センターごみ焼却施設長寿命化計画」及び本計画中 「表 4－1 延命化

及び新施設の目標年数設定」等でも示しているとおり現施設を平成 47 年度まで稼働させ

ることとする。 

また、新施設は平成 48 年度より稼働させる計画であるが、その後については明確な決

定事項がない。 

しかしながら個別施設計画を平成27年度から平成56年度までの30年間計画すること

となっていることから、新施設を平成 56 年度以降も特に大きな改良を行わないものとす

る。そのため本計画では平成 27 年度から平成 56 年度までの計 30 年間を分析の対象期間

とする。 

 

エ 社会的割引率 

4％とする。（「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き」より） 

 

オ 費用の計測 

 

ⅰ処理対象ごみ量 

処理対象ごみ量は、「清掃センターのあらまし」中の年度毎の可燃物量を基に設定する。 

 

ⅱ対象とする費用 

対象とする費用は、次のとおりとする。 

・ 基幹的設備整備事業費 

（平成 25 年度から平成 27 年度のうち対象期間の平成 27 年度のみ） 

・ 維持管理費（工事費、処理費、委託費） 

・ 基幹設備整備工事時のごみ場外搬出費用（平成 27 年度のみ） 

・ 新施設建設費 

 

ⅲ試算条件 

・ 基幹的設備改良事業費 

表 4－7 に示す。平成 25 年度から平成 27 年度まで施工された「三島市清掃セ

ンターごみ焼却処理施設基幹的設備整備工事」の各年度実績とした。 
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そのうち今回分析対象範囲である平成 27 年分を使用するものとする。 

 

表 4－7 基幹的設備改良事業費 

項   目 費   用 備  考 

 平成 25 年度 142,200 千円  

 平成 26 年度 1,297,800 千円  

 平成 27 年度 1,132,500 千円 (本計画で使用) 

合計 2,572,500 千円  

      

・ 維持管理費 

本施設の維持管理費用（工事費、処理費、委託費）について一般廃棄物処理実態

調査結果より統計的に信用が出来ると思われる平成 21 年度から最新の平成 28 年度

までの過去 8年の平均値 20,773 円／ごみ tとした。詳細を表 4－8に示す。 

その単価を基に「清掃センターのあらまし」より年度毎の可燃物量を掛けて各年

度の処理単価とする。尚、平成 30 年度以降は直近の平成 29 年度の可燃物量と同じ

と推計して算出するものとする。 

 

 

 

表 4－8 維持管理費の実績 

 

処理費 委託費 単位ごみt当り

(中間処理) (中間処理) 維持管理費

記号 ① ② ③ ④=①+②+③ ⑤ ⑥=④／⑤

単位 (千円) (千円) (千円) (千円) (ごみｔ) (円／ごみｔ)

平成21年度 330,814 126,387 457,201 44,050.50 10,379

平成22年度 369,752 125,228 494,980 42,942.90 11,526

平成23年度 13,178 394,654 131,647 539,479 42,697.34 12,635

平成24年度 393,232 130,686 523,918 41,803.20 12,533

平成25年度 218,850 388,563 130,537 737,950 40,882.02 18,051

平成26年度 1,297,800 319,837 117,971 1,735,608 38,994.65 44,509

平成27年度 1,139,745 355,903 129,442 1,625,090 38,675.10 42,019

平成28年度 92,016 293,888 138,258 524,162 36,075.43 14,530

平均 20,773

ごみ搬入量計工事費

 

出典：「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省 

「清掃センターのあらまし」  三島市 

 

 

・ 基幹設備整備工事時のごみ場外搬出費用（焼却処分費） 

 

平成 26 年度と平成 27 年度の基幹的設備工事施工時に焼却炉が使用出来ず、近隣市町
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や民間業者にごみ処理を委託した経緯があることから、これについても算定の根拠とす

る。 

ただし、本計画期間が平成 27 年度以降であることから当該年度の平成 27 年度のみを

対象とする。詳細を表 4－9 に示す。 

 

表 4－9 平成 27 年度 ごみの場外搬出費用の実績 

搬入量 単価 小計 搬出別計 合計
(ｔ) (円／ｔ) (円) (円) (円)

9月 76.30 1,822,578

10月 665.73 15,902,292
11月 536.01 12,803,670
9月 60.36 1,509,000
10月 438.06 10,951,500
11月 359.38 8,984,500
10月 50.11 2,164,752
11月 533.17 23,032,944

21,445,000

民間業者 43,200 25,197,696

月受入先

熱海市 23,887 30,528,540

77,171,236
函南町 25,000

 

 

・ 新施設建設費 

表 4－6 で示した建設費を使用することとする。 

 

カ 費用の計測結果 

費用の計測結果は、別紙に示すとおりである。 

 

キ 効果の計測 

ⅰ対象とする効果  

  対象とする効果は次のとおりとする。  

・ 基幹的設備整備事業費（便益） 

（下記「中間処理費の算定」参照） 

・ 維持管理費（工事費、処理費、委託費） 

・  新施設建設費 

 

ⅱ試算条件  

・ 基幹的設備整備事業費（便益）  

基幹的設備整備事業費（便益）は、現在のごみの焼却能力を得るため  

に必要な建設費として計算する。  

その施設規模は、平成 28 年度のごみ処理量を基準として  

123ｔ /日（61.5ｔ /24h×2 炉）を新設する計画とあるため本計画でも  

その数値を採用する。  

参考として長寿命化計画による結果を 表 4－10 に示す。  
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H19 H20 H21 H22 H23 平均値
43,451 44,512 42,841 42,327 42,324 43,091

都市と廃棄物Vol.42.No.7（2012）

受注実績
(千円/ｔ･日）

 

表 4－10 施設規模の算出結果  

項目＼年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

焼却対象物 ｔ／年 39,687 37,121 35,766 34,411 33,060 32,943 

施設規模 ｔ／日 180 138 133 128 123 123 

出典：三島市清掃センターごみ焼却施設長寿命化計画 

 

   また、上記施設規模を基に建設費を算定するにあたって、平成19年度から平成23年 

度までの受注実績の単価を基にその平均値を使用することとする。 

それによると過去の受注実績における規模当り単価の平均値は（43,091千円／ 

ｔ･日）となった。 

参考としてその結果を 表4－11に示す。 

 

      表4－11  長寿命化計画当時 ごみ処理施設単位当たり受注実績 （全国） 

 

 

 

出典：三島市清掃センターごみ焼却施設長寿命化計画 

 

上記２つの指標を基に各々を掛けて便益を求めるものとする。その後年度毎に割り 

振り平成27年度の便益を算定する。その結果を表4－12に示す。 

 

表4－12 基幹的設備整備事業での便益 

施設規模 便益合計
(ごみｔ／日) (千円)

便益計算 123 × ＝ 5,300,193

施設名 単位 H25 H26 H27 合計

概算工事費 千円 318,012 2,650,097 2,332,084 5,300,193

年度割合 ％ 6 50 44 100
便益の年度毎案分

受注実績

(千円)／(ごみｔ／日)

43,091

 

   

  

 ・ 維持管理費 

 本施設の維持管理費用と同じとした。 

 

・ 新施設建設費 

費用と同じく、表4－6で示した建設費を使用することとする。 

 

ク 効果の計測結果 

効果の計測結果は図4-1に示すとおりである。 
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ケ 事業の評価 

次ページ「ごみ焼却処理施設 事業の評価」より本試算条件における事業の評価は、

次のとおりとなる。 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、分析対象期間の当初である平成 27 年度 1.5734 と最も高く、

以降分析対象期間最終年度の平成 56 年度の 1.0678 まで長期になるにつれてなだらかに

減少を示す結果となった。 

しかしながら本分析期間中は全ての年度で費用便益比（Ｂ/Ｃ）が 1を上回り、便益が

費用を上回ることとなった。 
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図　4-1 ごみ焼却処理施設　事業の評価
試算条件
①延命化工事 ②延命化工事での便益計算単価 ③新規処理施設

施設規模 受注実 H19 H20 H21 H22 H23 平均値 新規施設　123t/日（61.5ｔ/24h×2炉）

期　　間 H25 H26 H27 合計 43,451 44,512 42,841 42,327 42,324 43,091 H45 H46 H47 合計

整備する施設の建設費 142,200 1,297,800 1,132,500 2,572,500 都市と廃棄物Vol.42.No.7（2012） 2,600,000 1,950,000 1,950,000 6,500,000

% 6 50 44 100 40 30 30 100

施設運営に係る経費 20,773 円/ごみt 20,773 円/ごみt

施設規模 123 ｔ/日（61.5t/24ｈ×2炉） 平成28年度 123 ｔ/日（61.5t/24ｈ×2炉） 平成48年度

期　　間 H25 H26 H27 合計 H45 H46 H47 合計

整備する施設の建設費 318,012 2,650,097 2,332,084 5,300,193 2,600,000 1,950,000 1,950,000 6,500,000

% 6 50 44 100 40 30 30 100

施設運営に係る経費 20,773 円/ごみt 20,773 円/ごみt

対象期間：平成27年度～平成56年度(30年間)

工事期間：平成25年度～平成27年度(基幹的設備工事のうち平成27年度のみ対象)、平成45年度～平成47年度（新設工事）

社会的割引率：4％

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.000 1.040 1.080 1.120 1.170 1.220 1.270 1.320 1.370 1.420 1.480 1.540 1.600 1.670 1.730 1.800 1.870 1.950 2.030 2.110 2.190 2.280 2.370 2.460 2.560 2.670 2.770 2.880 3.000 3.120

36,002.50 33,509.37 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67 32,577.67

施設建設費(千円） 1,132,500 － － － － － － － － － － － － － － － － － 2,600,000 1,950,000 1,950,000 － － － － － － － － －

維持管理費(千円/年） 747,880 696,090 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736

ごみの場外搬出費用（千円／年） 77,172 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

費用合計(千円） 1,957,552 696,090 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 3,276,736 2,626,736 2,626,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736

費用現在価値(千円） 1,957,552 669,317 626,607 604,229 578,407 554,702 532,863 512,679 493,968 476,575 457,254 439,439 422,960 405,231 391,177 375,964 361,891 347,044 1,614,156 1,244,899 1,199,423 296,814 285,543 275,096 264,350 253,459 244,309 234,978 225,579 216,903

COST累計(千円） 1,957,552 2,626,869 3,253,476 3,857,705 4,436,112 4,990,814 5,523,677 6,036,356 6,530,324 7,006,899 7,464,153 7,903,592 8,326,552 8,731,783 9,122,960 9,498,924 9,860,815 10,207,859 11,822,015 13,066,914 14,266,337 14,563,151 14,848,694 15,123,790 15,388,140 15,641,599 15,885,908 16,120,886 16,346,465 16,563,368

施設建設費(千円） 2,332,084 － － － － － － － － － － － － － － － － － 2,600,000 1,950,000 1,950,000 － － － － － － － － －

維持管理費(千円/年） 747,880 696,090 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736

費用合計(千円） 3,079,964 696,090 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 3,276,736 2,626,736 2,626,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736 676,736

費用現在価値(千円） 3,079,964 669,317 626,607 604,229 578,407 554,702 532,863 512,679 493,968 476,575 457,254 439,439 422,960 405,231 391,177 375,964 361,891 347,044 1,614,156 1,244,899 1,199,423 296,814 285,543 275,096 264,350 253,459 244,309 234,978 225,579 216,903

BENEFIT累計(千円） 3,079,964 3,749,281 4,375,888 4,980,117 5,558,524 6,113,226 6,646,089 7,158,768 7,652,736 8,129,311 8,586,565 9,026,004 9,448,964 9,854,195 10,245,372 10,621,336 10,983,227 11,330,271 12,944,427 14,189,326 15,388,749 15,685,563 15,971,106 16,246,202 16,510,552 16,764,011 17,008,320 17,243,298 17,468,877 17,685,780

B/C 1.5734 1.4273 1.3450 1.2910 1.2530 1.2249 1.2032 1.1859 1.1719 1.1602 1.1504 1.1420 1.1348 1.1285 1.1230 1.1182 1.1138 1.1100 1.0949 1.0859 1.0787 1.0771 1.0756 1.0742 1.0729 1.0718 1.0707 1.0696 1.0687 1.0678

B/C

過去8年の実績(平均値）

過去8年の実績(平均値）

施設規模

期　　間

整備する施設の建設費

%

施設運営に係る経費

施設規模

過去8年の実績(平均値）

便
益
B

年度

経過年数

換算係数

可燃物量（ｔ/年）

費
用
C

施設運営に係る経費

%

期　　間

整備する施設の建設費

過去8年の実績(平均値）

費

用

C

更
新

費

用

C

延
命
化

更
新

便
益
B

更
新

便
益
B

既存施設　180t/日（90ｔ/24h×2炉）

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56

千円

費用対効果グラフ

COST累計(千円）

BENEFIT累計(千円）

B/C
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（５）整備実施時期 

 

前項までに述べた各概要を基に今後の修繕時期等を計画する。具体的な整備スケジュ

ールは、表 4－13 に示すとおりである。 

ただし、ここではあくまで、ごみ処理施設のインフラに直接関わる新設や基幹的設備

整備工事、及び新施設建設工事のみを記述したもので、施設職員の人件費、ごみ処理に

関わる中間処理費や委託費等は含まないものとする。 

実施時期については、平成 47 年度までは既存施設を使用し、更新など必要な時期は耐 

用年数などの参考値の最小のものを周期として更新を行うものとして計画した。また、               

平成 47 年度更新となるものは、次年度に新焼却処理施設に移行し、本施設は解体が控え

ていることから最低限修繕が必要と思われる焼却炉、法に定めがあるごみ計量器など必

要最小限の修繕にとどめるよう計画する。 

平成 48 年度以降は、新焼却施設に移行するが、現在どのような施設になるか詳細につ

いては未定であるため、現施設と同等のものが設置されたとした場合の想定である。ま

た、新焼却施設に将来の技術革新など考慮に入れることが難しいため、現施設での修繕

周期で新施設も更新すると仮定して計上したものであり、将来において適当な時期に本

計画を再度見直しすることが望ましいと思われる。 

法定点検は、ごみ計量器及びごみクレーンが該当し、各々2年周期として互いに干渉 

しない時期となるよう点検を行うものとした。 

どの機器についても基幹的設備整備工事が竣工してから間がないため、比較的良好な 

状態を維持していると考えられるが、機器の細部においては竣工当初から使用している

機器も多数存在することから、この計画にとらわれず点検の結果不具合部分が発見され

た場合修繕を行うことが適当と考えられる。 
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表 4－13 整備スケジュール 

数量 設置年度 前回整備 整備の分類 整備周期 健全度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56

Ⅰ受入供給設備

1.ごみ計量器 1基 Ｈ21 更新 2 3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2.搬入退出路（土木建築工事） 1式 Ｈ1 3
3.プラットホーム（土木建築工事） 1式 Ｈ1 2
4.可燃性粗大ごみ破砕機 1基 Ｈ27 － 更新 3 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.ごみ投入扉 3基 Ｈ24 Ｈ29 2門更新 20～30 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.ごみピット 1200㎥ 1基 Ｈ1 Ｈ23 補修 20～30 4
7.ごみｸﾚｰﾝ 2基 Ｈ27 － 部分更新 2 3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
8.脱臭及び薬剤噴霧装置 1式 Ｈ1 Ｈ26 部品交換 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ燃焼設備

1.ごみ投入ホッパ 2基 Ｈ26 － 補修 2 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.給じん装置 2基 Ｈ26 － 補修 5 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3.焼却炉 2基 Ｈ26 － 補修 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.助燃装置 2基 Ｈ1 Ｈ22 補修 10～15 4 ○ ○
5.不燃物排出装置（不燃物取出コンベア） 2基 Ｈ26 － 更新 3～10 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.砂分級装置（不燃物振動篩） 2基 Ｈ1 Ｈ26 部品交換 5～10 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7.砂循環エレベータ 2基 Ｈ1 Ｈ29 部品交換 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8.砂投入弁（空気作動弁） 2基 Ｈ27 － 更新 7～20 4 ○ ○ ○
9.砂貯留槽 2基 Ｈ1 Ｈ20 改造 10～15 4 ○ ○ ○ ○
10.不燃物搬出装置 2基 Ｈ26 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11.磁選機 1基 Ｈ27 － 部分更新 5～10 4 ○ ○ ○ ○ ○
12.鉄分バンカ 1基 Ｈ27 － 更新 15～20 4 ○
13.不燃物バンカ 1基 Ｈ27 － 更新 15～20 4 ○

Ⅲ燃焼ガス冷却設備

1.ガス冷却室（ロータリーバルブ） 2基 Ｈ26 － 更新 5～10 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.噴射水加圧ポンプ 3基 Ｈ24 Ｈ26 整備 10～15 4 ○ ○ ○ ○
3.噴射水槽 1基 Ｈ1 － － 10～15 4 ○ ○
4.ノズル冷却ファン 2基 Ｈ1 Ｈ15 部品交換 3～10 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.排ガス冷却器 2基 Ｈ26 － 更新 5～20 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.排ガス冷却用送風機 2基 Ｈ26 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅳ排ガス処理設備

1.ろ過集じん器 2基 Ｈ26 － 更新 5 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.活性炭吹込装置 1基 Ｈ13 Ｈ29 整備 10～15 4 ○ ○
3.消石灰吹込装置 1基 Ｈ13 Ｈ29 整備 10～15 4 ○ ○

Ⅴ給排水設備

1.市水受水槽 1基 Ｈ1 － － 10～15 4 ○ ○
2.プラント用受水槽 1基 Ｈ1 － － 10～15 3 ○ ○ ○
3.洗車水槽 1基 Ｈ1 － － 10～15 4 ○ ○ ○
4.プラント用加圧ポンプ 2基 Ｈ1 Ｈ21 整備 10～15 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.市水供給ポンプ 2基 Ｈ26 － 更新 10～15 3 ○ ○
6.屋内消火栓ポンプ 1基 Ｈ1 Ｈ28 部品交換 10～15 3 ○ ○

Ⅵ排水処理設備

1.ごみピット汚水処理設備 1式 Ｈ26 － 更新 7～10 3 ○ ○ ○
2.洗車排水処理設備 1式 Ｈ1 Ｈ25 部品交換 20 4
3.排水処理設備(流入調整槽、ろ過機） 1式 Ｈ27 － 更新 15～20 4 ○ ○

Ⅶ余熱利用設備

1.廃熱回収設備 1式 Ｈ27 － 更新 10～15 2 ○ ○
2.暖房用温水供給設備 1式 Ｈ1 Ｈ28 更新 7～10 4 ○ ○ ○ ○
3.給湯用温水供給設備（予備ボイラ） 1式 Ｈ1 Ｈ26 更新 10～15 4 ○ ○
4.温水冷却設備 1式 Ｈ1 Ｈ27 更新 7～10 3 ○ ○ ○

Ⅷ通風設備

1.押込送風機 6基 Ｈ26 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.二次送風機 2基 Ｈ26 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3.誘引送風機 2基 Ｈ26 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.煙突 1基 Ｈ1 Ｈ14 補修 10～20 2 ○ ○

Ⅸ灰出し設備

1.ダスト搬出装置 1式 Ｈ27 － 更新 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.ダストバンカ 1基 Ｈ1 Ｈ27 部品交換 10～15 3 ○ ○
3.ダスト固化設備 1式 Ｈ27 Ｈ30 部品交換 5～10 4 ○ ○ ○ ○ ○

Ⅹ電気計装設備

1.受配電設備 1式 Ｈ1 Ｈ26 更新 10～20 4 ○ ○
2.非常用電源設備（電気室） 1式 Ｈ26 － 更新 5～15 4 ○ ○ ○ ○ ○
3.動力設備 1式 Ｈ26 － 更新 10～20 4 ○ ○
4.中央監視操作盤 2面 Ｈ26 － 補修 10～20 2 ○ ○
5.DCS 3台 Ｈ26 Ｈ29 補修 3～10 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.5成分分析計 2台 Ｈ26 － 更新 10～15 4 ○ ○
7.酸素計 2台 Ｈ28 － 更新 10～15 4 ○ ○
8.ばいじん濃度計 2台 Ｈ26 更新 10～15 4 ○ ○
9.ITV装置（煙突カメラ） 1式 Ｈ26 － 更新 10～15 4 ○ ○

ⅩⅠ.雑設備

1.圧縮空気供給設備 1式 Ｈ26 － 更新 10～12 2 ○ ○

設    備・機　　器・部　　品

 

○：整備点検（部品交換他）△：法定点検 
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（６）対策費用 

 

   ア 対策費用の根拠 

 

前ページによって計画した整備スケジュールを参考に対策費用を算定する。ここでは

平成 27 年 6 月に「三島市総合戦略推進特別部会 公共施設保全計画策定専門委員会」 

に示している「清掃センター修繕及び更新工事費」を再検討し整合性を取ったものを算

定根拠として使用する。 

 また、メーカーが平成 23 年当時延命化計画策定時に平成 47 年度までの施設補修計画

の概算費用算定資料があるため、そちらを参考にする。 

 尚、点検費については年間 3,500 万円程度の経費がかかっているが、投資的経費でな

いので本費用には含めないものとする。（管財課承諾済。） 

 

   イ 交付金及び起債 

      

     毎年の修繕費はおおよそ 2 億円以上の多額の経費がかかるのが一般的となっているが、 

二酸化炭素の削減など機能の向上を目的としていないため、位置づけはあくまで修繕で 

あり、交付金や起債などの財源に頼ることが出来ないため一般財源で対応する以外に手

段がないことが現実である。 

     しかしながら施設の新設等、工事費に関しては「循環型社会形成推進交付金」の対象

となる可能性が高く、国庫交付金対象分の 1／3 若しくは 1／2 を国からの補助を受けら

れ、また交付金以外の国庫交付金対象分には 90％、その他でも 75％の起債が可能なこと

から、財政運営が厳しい中で交付金や起債については積極的に採用すべきである。 

 本計画でも補助金や起債が可能なものは積極的に取入れ、出来るだけ一般財源が少な

くなるように努めることとする。 

     

   ウ 交付金、起債及び一般財源の算定方法 

 

     現時点では工事費については概算でしか算出が出来ておらず、また将来の交付金制度 

についても不明確である。そのような中で交付金及び起債の概算を算出する方法として、 

本計画では最近新設工事を実施した某県某市の焼却処理施設の建設資金調達割合を元に

案分することで算定を行うこととする。 

また、基幹的設備整備工事の交付金、起債及び一般財源については実績を使用するも 

のとする。 

具体的な案分方法を表 4－14 に示す。 
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表 4－14 新施設建設に伴う財源内訳 

計
（財源別）

（千円） （％） （千円）

補助金・交付金 1,661,835 29 754,000 565,500 565,500 1,885,000

起債 3,102,600 54 1,404,000 1,053,000 1,053,000 3,510,000

一般財源 983,286 17 442,000 331,500 331,500 1,105,000

合計 5,747,721 100 2,600,000 1,950,000 1,950,000 6,500,000

某県某市
ごみ焼却処理施設

案分参考とする工事
新施設工事

平成45年度 平成46年度 平成47年度
総事業費 割合

 

出典：某県某市 提供資料       

   清掃センター修繕及び更新工事費 
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   エ 最終的な施設整備費用 

      

     これらの資料を基に平成 27 年度から平成 56 年度までの 30 年間に必要と思われる 

費用を推計する。推計の結果を表 4－15 に示す。 

 



 30

表 4－15 施設整備計画案（年度毎の費用推計） 

 

個別施設毎の施設整備計画案

(1) 施設概要
施設分類
施設所管課

(2) 対策の優先順位の考え方

内容

(3) 事業費・スケジュール

施設名称 点検結果
（劣化度）

内容 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39 Ｈ40 Ｈ41 Ｈ42 Ｈ43 Ｈ44 Ｈ45 Ｈ46 Ｈ47 Ｈ48 Ｈ49 Ｈ50 Ｈ51 Ｈ52 Ｈ53 Ｈ54 Ｈ55 Ｈ56

工事種別 工・修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 工・修 工・修 工・修 修 修 修 修 修 修 修 修 修

事業費 1192 98 142 213 217 204 241 236 241 277 353 304 246 313 621 284 270 275 2881 2159 2136 140 118 168 178 228 232 219 216 252

工事種別
事業費

1192 98 142 213 217 204 241 236 241 277 353 304 246 313 621 284 270 275 2881 2159 2136 140 118 168 178 228 232 219 216 252 14654

272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2158

860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 1053 1053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370

60 98 142 213 217 204 241 236 241 277 353 304 246 313 621 284 270 275 723 540 517 140 118 168 178 228 232 219 216 252 8126

14654

※ この表は、インフラ⻑寿命化基本方針のⅣ−２個別施設毎の⻑寿命化計画のうち①対象施設、②計画期間、③対策の優先順位の考え方、④個別施設の状態等、⑤対策内容と実施時期、⑥対策費⽤を表している。
凡例（「工事種別」中）：「工」-工事、「修」-修繕、「工・修」-工事及び修繕
※点検費について、本施設では投資的経費ではないため本計画の対象外とする。

14654

0

ごみ焼却処理施設（インフラ系施設）
廃棄物対策課

施設がないとごみ処理が不可能で市⺠⽣活に⼤きな影響を与えるため廃⽌不可能。
優先順位は高く、ごみ処理施設であるため延べ床面積などの削減は困難。

（単位；百万円）

第4次総合計画 （仮）第５次総合計画 （仮）第６次総合計画 （仮）第７次総合計画
合計

919

年度事業費
国・県支出金

地方債

ごみ焼却
処理施設 別紙参照

一般財源
事業費計 2066 3116 8553
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５．参考 修繕履歴  
 

本計画では、前ページで示した毎年の費用を算定する根拠として、平成 25 年 3 月に「三島市

清掃センター ごみ焼却施設 長寿命化計画策定業務委託」を策定するときに使用した参考資料

として、毎年の施設運転管理や点検及び修繕を受託している 荏原環境プラント（株）東日本営

業部が示した金額根拠を基に策定をした。 

毎年の整備計画（金額根拠）の作成方法として過去の修繕履歴から類推する方法もあるが、 

 

・整備するものが多岐に亘っており複雑であること。 

・整備する各々の部品において修繕間隔が長く、期間を類推するまでの規則性を見いだせない

こと。 

・整備する量においても各年ばらつきがあり、正式な数字が出せないこと。 

・上記についてメーカーに確認しても正式な回答が出せないとの報告があったこと。 

 

以上のことより修繕履歴からの整備計画策定は困難と判断した。しかしながら、「廃棄物処理施

設長寿命化総合計画の作成の手引き（ごみ焼却施設編）」によると記載事項の一つに「維持補修履

歴の整理」とあることから、現清掃センターで把握可能な平成 12 年度より直近の平成 29 年度ま

での修繕履歴を表により作成し添付するものとし、将来の参考となるようにする。 

尚、作成時期は平成 30 年 3 月 31 日現在とする。 






















































































